
徳
島
県
規
則
第
九
十
一
号

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
様
式
第
一
号
中
「お

届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
１
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

⑹
理
容
師
法
施
行
規
則
第
１
９
条
第
１
項
た
だ
し
書

第
２
項
た
だ
し
書
又
は
第
３
項
た
だ
し

，

書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書

，

類

様
式
第
七
号
そ
の
一
中
「お

届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
、
同
そ
の
一
の
備
考
１
及
び

２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
戸
籍
謄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成
１
７
年
法
務
省
令
第
１
８
号

）第
２
４
７
条
第
５
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

２
相
続
人
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
理
容
所
の
開
設
者
の
地

，

位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
全
員
の
同
意
書

，

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
理
容
師
法
施
行
細
則
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
理
容
師
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。


